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○新潟県柏崎市食の地産地消推進条例 

平成24年６月21日条例第42号 

新潟県柏崎市食の地産地消推進条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 食の地産地消の推進（第８条・第９条） 

第３章 安全で安心な農林水産物等の供給（第10条－第13条） 

第４章 農林水産資源を活用した幅広い交流（第14条） 

第５章 食育の推進（第15条） 

第６章 推進体制（第16条－第18条） 

第７章 条例の見直し（第19条） 

第８章 委任（第20条） 

附則 

柏崎市は、米山を始め、黒姫山、八石山、西山連峰の懐に抱かれ、鵜川、鯖石川、別山川の流れ

がもたらす豊かな恵み、日本海に面した福浦八景など、変化に富んだ海岸線を有し、山、里、海の

「三つの幸」の恩恵を受けています。 

柏崎の豊かな自然環境の下で育まれる安全で安心な農林水産物等を通して、市民一人ひとりが

「食と健康」の大切さや、「食」を支える「地域の力」を認識し、柏崎の「食文化」を継承するこ

とが、心身の健康増進と活気あるまちづくりにつながります。 

ここに、生産者、消費者、事業者及び市が、一体となって、食の地産地消の基本理念、意義及び

役割を明らかにし、協働の下、市民の生涯を通した健全な食生活の実現や食文化の向上を目指すと

ともに、活気あるふるさと柏崎を次代に継承するため、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、食の地産地消の推進に関する基本理念を定め、生産者、消費者、事業者及び

市が、各々の担うべき役割を明らかにして食の地産地消運動を推進し、安全で安心な農林水産物

等の安定した生産及び供給を図ることにより、農林水産業の振興を通して健康的で活気ある豊か

な地域社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
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(１) 食の地産地消 市内で生産された農林水産物等を市内で消費することをいう。 

(２) 農林水産物等 農林水産物及びその素材を利用して加工した食品をいう。 

(３) 食育 市民一人ひとりが、様々な経験を通して食に関する正しい知識と食を選択する力を

習得し、健全な食生活を実践する人間を育てることをいう。 

(４) 生産者 市内で農林水産物を生産する者をいう。 

(５) 消費者 市内で農林水産物等を消費する者をいう。 

(６) 事業者 市内で、農林水産物の流通、販売若しくは飲食としての提供を業として行う者又

は農林水産物を利用した食品の加工・製造、流通、販売若しくは飲食としての提供を業として

行う者をいう。 

(７) 六次産業化 一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業としての

小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生

み出し、農林漁業の活性化を進めることをいう。 

（基本理念） 

第３条 食の地産地消の推進は、生産者、消費者、事業者及び市が連携し、本市の農林水産業の振

興を図り、市内農林水産物等の情報を共有することにより信頼関係を構築し、広範な市民の参加

と協働の下に行うものとする。 

２ 食の地産地消の推進は、生産者、食に関連する従事者及びその後継者が安心して従事すること

により本市の活性化と環境の保全が図られるよう行うものとする。 

３ 食の地産地消の推進は、市民一人ひとりが食の重要性を認識することにより、心身共に健康で

生きがいのある生活が実現され、かつ、本市の食文化が継承され、持続されるよう行うものとす

る。 

４ 食の地産地消の推進は、市民の意見を積極的に取り入れるとともに、市民の自主的な取組が促

進されるよう行うものとする。 

（市の役割） 

第４条 市は、生産者、消費者及び事業者と連携して食の地産地消の推進に関する施策の実施に努

めるものとする。 

（生産者の役割） 

第５条 生産者は、安全で安心な農林水産物の生産、適切な情報の提供及び安定供給に努めるとと

もに、食の地産地消が推進されるよう関係者と協力して取り組むよう努めるものとする。 

（消費者の役割） 
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第６条 消費者は、安全性を確保するための生産者の取組を理解するとともに、市内農林水産物等

を積極的に使用するよう努めるものとする。 

２ 消費者は、食育を推進して健康的で豊かな食生活の維持・向上及び市内農林水産物等を活用し

た郷土料理の継承等に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、消費者の健康で豊かな食生活の維持・向上、多くの人々との交流の促進、市内

の農林水産業等の向上が図られるよう生産者及び消費者と連携して食の地産地消の推進に努める

ものとする。 

第２章 食の地産地消の推進 

（食の地産地消の推進に関する普及及び啓発活動） 

第８条 市は、生産者及び事業者とともに、食の地産地消の推進に対する市民の関心及び理解を深

め、食の地産地消の推進に関する多様な活動を行う市民の意欲を増進するための支援、啓発活

動、市内農林水産物等に関する情報の提供その他必要な施策の実施に努めるものとする。 

２ 市は、食の地産地消の推進に関する啓発活動及び市内農林水産物等の使用の促進を図るための

日を定めるものとする。 

３ 市は、前項の日を定めたときは、その旨を公表し、関係機関及び食の地産地消を推進する市民

と連携して広く市民に普及させるよう努めるものとする。 

（市の施設における市内農林水産物等の使用促進） 

第９条 市は、市の施設において給食その他食の提供を行うときは、市内農林水産物等を積極的に

使用するための仕組みづくりその他の必要な施策を実施するよう努めるものとする。 

２ 市は、地震等災害時において、緊急的に食の提供を行うときは、生産者及び事業者と連携し、

市内農林水産物等の確保を図り、安全で安心な食材を被災者に提供することができるよう努める

ものとする。 

第３章 安全で安心な農林水産物等の供給 

（安全で安心な農林水産物等の供給） 

第10条 生産者及び事業者は、安全で安心な市内農林水産物等が市民に供給されるよう努めるもの

とする。 

（多様な需要に即した農林水産物等の供給） 

第11条 生産者及び事業者は、市内農林水産物等の利用の促進を行うため、六次産業化を推進し、

安全で安心な食料の生産、加工、流通及び販売の促進に努めるものとする。 
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２ 市は、市内農林水産物等が安定的に供給されるようにするため、生産者及び事業者と連携して

六次産業化の推進並びに多様な担い手の育成及び技術の継承に努めるものとする。 

（農林水産業振興のための生産基盤等の整備） 

第12条 市は、安全で安心な市内農林水産物等を安定的に生産し、供給するため、担い手の育成、

生産基盤の整備など、農林水産業の支援その他必要な措置を計画的に講ずるよう努めるものとす

る。 

（農林水産物等の生産振興） 

第13条 生産者及び事業者は、市内農林水産物等の付加価値をより高めるよう生産の振興及び流通

の促進に努めるものとする。 

２ 市は、前項の生産の振興及び流通の促進に必要な支援のための施策を講ずるものとする。 

第４章 農林水産資源を活用した幅広い交流 

（農林水産資源を活用した幅広い交流） 

第14条 市、生産者及び事業者は、農林水産業の振興及び活性化を図るため、農林水産業に関する

地域資源を活用して幅広い交流を進めるものとする。 

第５章 食育の推進 

（食育の推進） 

第15条 生産者、消費者及び事業者は、農林水産業の果たしている役割及び農林水産物等の国内・

市内自給の重要性を認識し、市が別に定める食育推進計画に基づき食育の推進に努めるものとす

る。 

２ 市は、生産者、消費者及び事業者と連携し、食育を推進するため、市民の年代に合わせた食育

の推進、農林水産業の体験等による理解の促進その他必要な施策の実施に努めるものとする。 

第６章 推進体制 

（食の地産地消推進計画） 

第16条 市長は、食の地産地消に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食の地産地消

推進計画を策定するものとする。 

（食の地産地消推進組織） 

第17条 市は、食の地産地消の推進のための施策を円滑に実施し、基本理念の実現に資するための

組織（以下「食の地産地消推進組織」という。）を設置するものとする。 

２ 食の地産地消推進組織は、食の地産地消推進計画及び食の地産地消の推進に関わる必要な事項

を調査審議するものとする。 
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３ 食の地産地消推進組織の名称及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。 

（施策等に対する意見の聴取） 

第18条 市長は、食の地産地消推進計画の策定その他食の地産地消の推進に関する重要事項を決定

するに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、食の

地産地消推進組織に意見を聴くものとする。 

２ 市長は、毎年度、食の地産地消の推進に関する施策の実施状況について、食の地産地消推進組

織に報告するものとし、その意見及び評価を施策に反映するよう努めるものとする。 

第７章 条例の見直し 

（条例の見直し） 

第19条 この条例は、施行後４年を超えない期間ごとに、必要な場合は見直すこととする。 

第８章 委任 

（委任） 

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成24年10月１日から施行する。
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回答項目 回答数 割合
①意識している 409 48.9%
②意識していない 427 51.0%
無回答 1 0.1%

総計 837 100.0%

回答項目 回答数 割合
①よく理解している 153 18.3%
②ある程度理解している 534 63.8%
③あまり理解していない 126 15.1%
④全く理解していない 24 2.9%

総計 837 100.0%
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